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所得区分
自己負担
限度額

① 現役並み所得者
　 （被保険者証の負担割合が3割
の方）

67万円

② 一 般
　（①、③、④以外の方）

56万円

③ 低所得Ⅱ
　（世帯員全員が市民税非課税の方）

31万円

④ 低所得Ⅰ
　 （③のうち世帯員全員の所得が
0円で、年金収入が80万円以下
の方）

19万円

　医療保険と介護保険の両方を利用している世帯

の負担を軽減する制度です。

　支給対象の方には、申請書をお送りしますので、

届いた方は、高齢者支援課へお早めに申請してく

ださい。

▼支給要件・支給額

　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が

1年間（8月1日～翌年7月31日）に支払った医療費

と介護保険サービスの利用料の合計額が、下表の

自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた

額が高額介護合算療養費として支給されます。

※自己負担限度額は、医療費と介護保険サービス

料の合算額です。自己負担額には、食費・差額ベ

ッド代などは含まれません

問合せ高齢者支援課へ内線1574

■持ち込みごみの臨時受付

　12月29・30日（木・金）の両日、持ち込みごみの

臨時受付を行います。持ち込む際は、「生活ごみの

分け方・出し方」やホームページを参考に分別をお

願いします。なお、奥富環境センターは大変混雑し

受付日 受付時間
12月29日㈭ 8時30分～11時30分､13時～15時30分
12月30日㈮ 8時30分～11時30分

収集地区 12月最終日 1月開始日

月・木曜日の地区 29日㈭ 5日㈭

火・金曜日の地区 30日㈮ 6日㈮

ます。上奥富運動公園方面（消防署脇）から進入し、

案内看板に従ってお進みください。

　年始は、1月4日㈬から通常業務を開始します。

受入施設 奥富・稲荷山環境センター

▼この2日間に限り、稲荷山環境センターでは、家庭

から出る「粗大ごみ」、「もやさないごみ」、「びん・

缶」も受け入れます

▼事業系のごみは、「もやすごみ」を稲荷山環境セ

ンターで、「びん・缶」、「古紙・古布」を奥富環境セ

ンターで受け入れます

※家庭系生ごみリサイクル事業参加世帯の専用バ

ケツは､1月1日㈷を除き通常どおり回収します

問合せ奥富環境センター☎2953‐2831か、稲荷山

環境センターへ☎2954‐9062

■もやすごみの収集

■プラスチックの収集

収集地区 12月最終日 1月開始日

堀兼・奥富・柏原・新狭山地区 26日㈪ 9日㈪

入曽地区、入間川1・4丁目、稲
荷山1・2丁目

27日㈫ 10日㈫

水富・狭山台地区、沢、狭山、入
間川3丁目、鵜ノ木、中央3丁目

29日㈭ 5日㈭

入間川、入間川2丁目、祇園、中
央1・2・4丁目、富士見1・2丁目

30日㈮ 6日㈮

高額医療・高額介護合算療養費制度高額医療・高額介護合算療養費制度

市　

政

市　

政

市　

政

年末年始のごみの収集と臨時受付

利
害
関
係
者　

提
出
方
法
指
定
様

式（
各
閲
覧
場
所
に
用
意
。ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

で
、持
参
か
郵
送
、フ
ァ
ク
ス
、電

子
メ
ー
ル
で
提
出　

結
果
公
表
い

た
だ
い
た
ご
意
見
と
、そ
れ
に
対

す
る
市
の
考
え
方
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

公
民
館
の
開
館
時
間
の
変
更

　

29
年
１
月
か
ら
、17
時
以
降
の

利
用
予
約
が
な
い
日
は
、開
館
時

間
が
17
時
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

開
館
時
間
が
17
時
ま
で
と
な
る

日
は
、利
用
日
の
前
月
に
各
公
民

館
だ
よ
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、館

内
の
掲
示
板
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
中
央
公
民
館
へ
☎
２
９
５

２
‐
２
２
３
０

ｅイ

ー

タ

ッ

ク

ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定
申
告
を

す
る
方
へ

　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定
申
告
を
す

る
場
合
は
、住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必

要
で
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
の
有
効
期
間
は
３
年
で
す
。

有
効
期
限
後
は
更
新
で
き
ま
せ
ん

の
で
、早
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

に
は
、約
１
か
月
か
か
り
ま
す
。28

年
分
の
確
定
申
告
な
ど
で
ｅ
‐
Ｔ

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
に

基
づ
き
、次
の
計
画（
素
案
）に
つ

い
て
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

◆
第
２
次
狭
山
市
環
境
基
本
計
画

計
画
期
間
24
〜
33
年
度　

問
合
せ

環
境
課
へ
内
線
３
６
７
１ 

２

９
５
４
‐
６
２
６
２

◆
狭
山
市
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本

　

計
画

計
画
期
間
24
〜
33
年
度　

問
合
せ

資
源
循
環
推
進
課
へ
☎
２
９
５
４

‐
７
７
１
７ 

２
９
５
４
‐
７

７
１
８

◆
第
３
次
不
老
川
生
活
排
水
対
策

　

推
進
計
画

計
画
期
間
29
〜
38
年
度　

問
合
せ

環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１ 

２

９
５
４
‐
６
２
６
２

共
通
事
項
／
閲
覧
と
意
見
の
受
付

期
間
12
月
15
日
㈭
〜
28
日
㈬　

閲

覧
場
所
各
担
当
課
、市
役
所
１
階

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、地
区
セ
ン

タ
ー
、公
民
館
、図
書
館
、ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ　

提
出
で
き
る
方
市
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
の
方
、市
内
に
事
務
所
・

事
業
所
を
有
す
る
個
人
か
法
人
、

ａ
ｘ
を
利
用
す
る
方
は
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
市
民
課
へ
内
線
７
０
３
０

臨
時
福
祉
給
付
金
等
の
申
請
は

12
月
28
日（
消
印
有
効
）ま
で

　

「
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
」、「
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給

者
向
け
給
付
金
」の
申
請
書
を
お

持
ち
の
方
は
、早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
臨
時
福
祉
給
付
金
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー
ム
へ
内
線
７
４
０
２

狭
山
市
成
人
式

日
時
１
月
８
日
㈰
、10
時
〜
11
時
25

分　

場
所
市
民
会
館　

対
象
平
成

８
年
４
月
２
日
〜
９
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
方　

※
案
内
状
が
届
か

な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。ま

た
、ご
家
族
の
方
は
、小
ホ
ー
ル
の

モ
ニ
タ
ー
で
式
の
よ
う
す
を
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す　

問
合
せ
社
会
教

育
課
へ
内
線
５
６
７
３

狭
山
市
消
防
出で

ぞ

め初
式

　

平
成
29
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、

無
火
災
を
祈
念
し
て
行
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

の
で
、ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
１
月
７
日
㈯
、10
時
〜
12
時

場
所
上
奥
富
運
動
公
園　

内
容
消

防
団
・
消
防
署
に
よ
る
消
防
車
両
の

行
進
や
一
斉
放
水
訓
練
、県
防
災

航
空
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る

引
き
揚
げ
訓
練
な
ど　

問
合
せ
防

災
課
へ
内
線
３
６
９
７

奨
学
金
の
申
請
時
期
が
年
２
回
、

２
月
と
10
月
に
な
り
ま
す

　

高
校
・
大
学
な
ど
に
通
う
た
め

の
奨
学
金
の
申
請
時
期
と
条
件
の

一
部
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

申
請
時
期
２
月
と
10
月　

対
象
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
▼
世

帯
状
況
に
応
じ
た
所
得
以
下 

▼

成
績
が
基
準
以
上 

▼
市
内
在
住

世
帯
の
子
弟
で
、在
学
校
か
最
終

卒
業
校
の
校
長
の
推
薦
が
あ
る 

▼

高
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・

短
大
・
大
学
に
入
学
が
決
定
し
て

い
る
か
在
学
中
で
学
費
の
支
出
が

困
難
な
方 

▼
保
証
人
が
い
る　

※
審
査
あ
り　

問
合
せ
学
務
課
へ

内
線
５
６
５
６

平
成
29
年
度
償
却
資
産
の

申
告
を
受
付

　

償
却
資
産
は
、会
社
や
個
人
で

事
業
を
営
む
方
が
、そ
の
事
業
の

た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機

械
、備
品
な
ど
を
い
い
、固
定
資
産

税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。29
年
１

月
１
日
に
所
有
し
て
い
る
償
却
資

産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
期
限
１
月
31
日
㈫　

問
合
せ

資
産
税
課
へ
内
線
１
１
２
５

狭
山
消
防
署
の
歳
末
特
別
警
戒

　

12
月
15
日
㈭
か
ら
31
日
㈯
ま
で
、

消
防
車
両
が
警

け
い
し
ょ
う鐘
を
鳴
ら
し
な
が

ら
市
内
全
域
を
巡
回
し
ま
す
。火

気
の
取
り
扱
い
に
注
意
し
、火
災

か
ら
命
と
財
産
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
狭
山
消
防
署
予
防
指
導
課

へ
☎
２
９
５
３
‐
７
１
１
３

休
日
納
税
相
談

　

平
日
の
納
付
や
来
庁
が
困
難
な

方
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な

お
、納
税
相
談
は
、事
前
の
予
約
が

必
要
で
す
。

日
時
12
月
25
日
㈰
、９
時
〜
12
時
、

13
時
〜
16
時　

内
容
納
付
、納
税

相
談
、納
付
書
の
再
発
行　

取
扱

税
目
狭
山
市
分
の
市
・
県
民
税
、固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、軽
自
動

車
税
、国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保

険
料　

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１

０
７
４

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　

追
納
と
は
、免
除
や
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
を
利
用
し
た
期
間

の
保
険
料
を
、10
年
以
内
で
あ
れ
ば

後
か
ら
納
付
で
き
る
制
度
で
す
。

　

保
険
料
の
免
除
な
ど
を
受
け
た

期
間
は
、年
金
を
受
け
取
る
た
め

に
必
要
な
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、受
け
取
る
年
金
額

は
、保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合

よ
り
少
な
く
な
り
ま
す
。こ
の
制

度
を
利
用
し
て
、過
去
に
免
除
な

ど
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
追

納
す
る
こ
と
で
、将
来
、受
け
取
る

年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。な
お
、経
過
期
間
に
よ
っ
て
は

加
算
額
が
生
じ
ま
す
の
で
、詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
保
険
年
金
課
内
線
１
０
５

６
か
所
沢
年
金
事
務
所
へ
☎
２
９

９
８
‐
０
１
７
０

雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設
な
ど

の
設
置
費
を
補
助

対
象
市
内
に
住
所
か
自
己
居
住
用

住
居
が
あ
り
、雨
水
貯
留
・
浸
透
施

設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
方　

補

助
額
工
事
費
用
の
２
分
の
１
。た

だ
し
、簡
易
貯
留
施
設（
タ
ン
ク
）

は
３
万
円
、地
下
貯
留
浸
透
施
設

（
桝ま

す

）は
４
万
円
を
限
度　

※
事
前

に
申
請
が
必
要　

申
込
み
申
請
書

（
道
路
雨
水
課
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

と
必
要
書
類
を
持
っ
て
同
課
へ
内

線
２
１
５
１

野
外
で
の
焼
却
は
禁
止

　

生
活
ご
み
な
ど
の
野
外
焼
却
は
、

法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。煙

や
に
お
い
で
近
隣
に
迷
惑
を
か
け

る
だ
け
で
な
く
、ぜ
ん
そ
く
の
方

な
ど
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
で

す
。ま
た
、家
庭
菜
園
の
ご
み
も
焼

却
せ
ず
、生
活
ご
み
と
し
て
収
集
日

に
出
す
な
ど
、適
正
に
処
理
し
ま

し
ょ
う
。な
お
、農
業
用
の
肥
料
を

作
る
た
め
の
焼
却
で
も
、近
隣
に

配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１

情報ガイド情報ガイド情報ガイド情報ガイド

暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す


